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行
政
組
織
が
次
の
と
お
り
変
更

と
な
り
ま
す
。

契
約
管
財
課
を
新
設（
再
編
）

　

効
率
的
な
行
政
組
織
機
構
と
す

る
た
め
、
契
約
お
よ
び
検
査
業
務

等
を
行
っ
て
い
る
契
約
検
査
課
と
、

市
有
財
産
の
管
理
業
務
等
を
行
っ

て
い
る
企
画
財
政
課
管
財
係
を
統

合
し
て
、
契
約
管
財
課
を
新
設
し

ま
す
。

水
道
課
簡
易
水
道
係
を
統
合

　

市
内
全
域
の
水
道
業
務
を
よ
り

効
率
的
に
行
う
た
め
、
水
道
課
簡

易
水
道
係
の
業
務
を
他
の
係
に
統

合
し
て
、
現
在
の
４
係
体
制
か
ら

水
道
管
理
係
、
水
道
経
理
係
、
水

道
業
務
係
の
３
係
体
制
と
な
り
ま

す
。

放
射
能
測
定
除
染
課
の
強
化

　

原
子
力
災
害
へ
の
対
応
を
強
化

す
る
た
め
、
放
射
能
測
定
除
染
課

に
測
定
係
と
除
染
係
を
設
置
し
て

２
係
体
制
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
配
置
を
市
役
所
本
庁
舎

３
階
か
ら
市
役
所
北
棟（
本
庁
舎

敷
地
内
北
側
）１
階
に
変
更
し
ま

す
。

選
挙
管
理
委
員
会
を
市
役
所
本
庁

舎
３
階
へ

　

放
射
能
測
定
除
染
課
の
配
置
替

え
に
伴
い
、
選
挙
管
理
委
員
会
は

市
役
所
本
庁
舎
３
階
東
側
に
移
動

し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

人
事
行
政
課
行
政
係

　

☎（
55
）５
０
８
４

　

４
月
１
日
に
供
用
開
始
す
る
区

域
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

供
用
区
域
内
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事
を

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
１
日
供
用
開
始
区
域

▽
二
本
松
処
理
区

　

金
色
、
向
原
、
茶
園
二
丁
目
、       

　

作
田
、
大
壇
の
各
一
部

　

 

…
11
・
95
ヘ
ク
タ
ー
ル

▽
安
達
処
理
区

　

油
井
字
油
井
町
、
腰
巻
の
各
一
部

　

 

…
０
・
90
ヘ
ク
タ
ー
ル

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　

☎（
55
）５
１
３
８

　

　

市
内
の
住
宅
所
有
者
が
、
耐
震

診
断
を
希
望
す
る
場
合
に
、
耐
震

診
断
者
を
派
遣
し
ま
す
。

募
集
戸
数　

15
戸（
先
着
順
）

対
象
住
宅

　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
木
造
住
宅

個
人
負
担　

住
宅
の
規
模
に
よ
り
、

　

６
〜
９
千
円
の
自
己
負
担
あ
り

※
通
常
調
査
に
は
、
約
13
万
円
の

　

費
用
が
か
か
り
ま
す
が
、
そ
の

　

ほ
と
ん
ど
を
、
国
県
市
が
負
担

　

し
ま
す
。

成
果
品　

耐
震
診
断
結
果
お
よ
び

　

住
宅
平
面
図

※
結
果
に
基
づ
き
、
耐
震
改
修
補

　

助
金
制
度（
改
修
に
要
し
た
経

　

費
の
３
分
の
２
以
内
で
60
万
円

　

を
限
度
）を
利
用
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

建
築
住
宅
課
住
宅
係

　

☎（
55
）５
１
３
３ 

　

住
宅
投
資
に
よ
る
地
域
経
済
の

活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
市
民

の
生
活
環
境
の
向
上
支
援
の
た
め
、

持
ち
家
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
等
の

資
金
助
成
を
行
い
ま
す
。

助
成
対
象
者

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
者

①
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

②
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
全
員
が

　

市
税
を
完
納
し
て
い
る

助
成
対
象
住
宅

　

市
内
に
存
す
る
持
ち
家
住
宅
で

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
住
宅

①
一
戸
建
て
の
住
宅（
併
用
住
宅

　

は
住
宅
部
分
の
み
対
象
）

②
建
築
後
５
年
以
上
を
経
過
し
て

　

い
る
住
宅

③
過
去
に
、
こ
の
助
成
金
の
交
付

　

を
受
け
て
リ
フ
ォ
ー
ム
等
工
事

　

を
行
っ
て
い
な
い
住
宅

助
成
対
象
工
事

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
工
事

①
増
改
築
ま
た
は
リ
フ
ォ
ー
ム
に

　

係
る
工
事
費
が
、
50
万
円
以
上

　
（
消
費
税
を
含
む
）の
工
事

②
市
内
に
主
と
な
る
事
業
所
も
し

　

く
は
本
社
を
有
す
る
法
人
ま
た

　

は
個
人
で
あ
る
業
者
が
施
工
す

　

る
工
事

③
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
工

　

事
を
完
了
し
、
か
つ
実
績
報
告

　

書
の
提
出
が
で
き
る
工
事

助
成
率
・
助
成
額

　

助
成
対
象
工
事
に
要
す
る
費
用

の
10
％
に
相
当
す
る
額（
千
円
未

下
水
道
へ
の
早
期
接
続
を

お
願
い
し
ま
す

４
月
１
日
か
ら

行
政
組
織
が
変
わ
り
ま
す

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
を

助
成
し
ま
す

満
は
切
り
捨
て
）と
し
、
20
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
住
民
票
謄
本（
申
込
者
の
同
意

　

に
よ
り
省
略
で
き
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
）

②
住
宅
の
所
有
権
を
証
明
で
き
る

　

文
書
の
写
し

③
工
事
請
負
契
約
書
ま
た
は
請
書

　

の
写
し

④
工
事
内
訳
明
細
書
の
写
し（
助

　

成
対
象
工
事
と
他
の
工
事
を
分

　

離
し
た
も
の
）

⑤
工
事
箇
所
の
図
面
お
よ
び
工
事

　

着
手
前
の
写
真（
撮
影
日
が
分

　

か
る
も
の
）

⑥
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の

　

納
税
証
明
書

⑦
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る

　

書
類

申
込
期
間

　

平
成
24
年
４
月
１
日
〜

　

 

平
成
25
年
２
月
28
日

※
工
事
着
手
前
の
申
請
が
必
要
と

　

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

建
築
住
宅
課
住
宅
係

　

☎（
55
）５
１
３
３

木
造
住
宅
耐
震
診
断希

望
者
募
集

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

市
政
情
報

市
政
情
報
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部
隊
訓
練
等
に
励
む
団
員
の
勇

姿
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日　

程　

４
月
22
日（
日
）

▽
観
覧　

午
前
９
時
〜

　

二
本
松
北
小
学
校
前
通
り

▽
式
典
・
訓
練（
観
閲
終
了
後
）

　

城
山
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

※
雨
天
時
は
、
城
山
総
合
体
育
館

　

で
式
典
の
み
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　

☎（
55
）５
１
０
２

事
業
内
容

　

市
が
管
理
す
る
道
路
で
、
か
つ

家
屋
に
通
じ
る
幅
員
２
ｍ
以
上
の

道
路
を
、
道
路
利
用
者
か
ら
一
定

の
分
担
金
を
い
た
だ
い
て
舗
装
を

す
る
も
の
で
す
。

分
担
金

　

認
定
市
道
・
農
道
・
林
道

 

…
事
業
費
の
15
％

　

そ
の
他
の
公
衆
用
道
路

 

…
事
業
費
の
50
％

申
請
方
法

　

９
月
末
日
ま
で
に
必
要
書
類
を
、

区
長
、
町
内
会
長
ま
た
は
自
治
会

長
の
了
解
を
得
た
う
え
で
、
土
木

課
、
各
支
所
産
業
建
設
課
ま
た
は

各
住
民
セ
ン
タ
ー
へ
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

　

申
請
内
容
を
審
査
の
う
え
、
事

業
箇
所
を
決
定
し
、
採
択
、
不
採

択
を
通
知
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
申
請
窓
口
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

土
木
課
監
理
係

　

☎（
55
）５
１
２
３

平
成
25
年
度
生
活
道
路

舗
装
事
業
の
申
請
を
受
付

消
防
団
春
季
検
閲

　指定温水プールの利用者に対し、利用料金の一部を助成
することで、市民の皆さんの健康・体力づくりを応援します。
対象者
　小学生以上の市民　※未就学児はプール利用料無料。
指定温水プール
　岳温泉陽日の郷あづま館内温水プール
　※利 用 料：一般１回800円、小学生１回400円
　※利用時間：13：00～17：00 （ゴールデンウィーク・年末年始等は休場）
助成額　一般１回400円、小学生１回200円
助成券利用方法
　助成券の額面と料金の差額をあづま館のフロントで支払ってください。
　※１回の利用につき１枚使用
助成券申請方法
　生涯学習課、各地域公民館および二本松地域内各地区公民館窓口に備え付け
の申請書に記入のうえ、その場で助成券を受け取ってください。
 ◎問い合わせ…生涯学習課生涯学習･スポーツ係☎ （55）5156

二本松市健康・体力づくり温水プール利用助成事業

～利用者にとって見やすく、使いやすいウェブサイトを目指して～
ページデザインを一新
　誰もが探しやすく、見やすく、安心して利用できる配
置としました。また、二本松市の魅力を市内外に発信す
るため、観光ガイドのページデザインを一新し、観光ス
ポットやお土産などを分かりやすく紹介しました。
情報の分類を大幅見直し
　知りたい情報に早く、簡単にたどり着けるよう、情報の分類を見直しました。
分類別、組織別、ライフステージ別インデックスを設置し、より情報が探しや
すいウェブサイトとなりました。
ウェブアクセシビリティ（使いやすさ）に配慮
　年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが利用できるように配慮をしました。
文字の拡大縮小や背景色を変更する機能、音声読み上げ機能や外国語への自動
翻訳機能も設置しました。
お知らせ
　今回のリニューアルに伴い、トップページ以外の各ページのアドレスが変わ
りました。大変ご迷惑をおかけしますが、現在、各ページを「お気に入り」や
「ブックマーク」に登録している方や各ウェブサイトから二本松市の各ページに
リンクしている方は、登録の変更をお願いします。
※携帯サイトも新しくなりましたので、ぜひご利用ください。

◎問い合わせ…秘書広報課秘書広報係☎（55）5096

二本松市公式ウェブサイト（ホームページ）
◀
市
の
新
し
い
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
イ
メ
ー
ジ

▶
観
光
ガ
イ
ド
ペ
ー
ジ

　

の
イ
メ
ー
ジ

４月２日
リニューアル


